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●
Ｈ
Ｐ
Ｖ（
子
宮
頸
が
ん
）ワ
ク
チ
ン

　
子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種

は
、
全
部
で
２
～
３
回
必
要
で
す

（
年
齢
に
応
じ
て
変
わ
り
ま
す
）。

●
予
診
票
の
発
行

　
【
場
所
】
町
子
育
て
・
健
診
セ
ン
タ
ー

　
【
必
要
な
物
】
母
子
手
帳

予防接種はお済みですか？
◦問い合わせ　健康保険課　健康推進係　☎096（294）1075

予防
接種

特産物を守ろう！サツマイモ基
もと

腐
ぐされ

病の防除にかかる費用を補助
◦問い合わせ　役場農政課　農政係　☎096（293）3116

補助

●
日
本
脳
炎
予
防
接
種

　
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
第
１
期
・
第

２
期
は
全
部
で
４
回
接
種
し
ま
す
。

定
期
接
種
の
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
母
子
手
帳
で
予
防
接
種

が
完
了
し
て
い
る
か
確
認
し
ま
し
ょ

う
。

　
国
に
よ
る
積
極
的
な
接
種
の
差
し

控
え
に
よ
り
日
本
脳
炎
予
防
接
種
を

受
け
ら
れ
な
か
っ
た
人
は
、
定
期
接

種（
特
例
措
置
）と
し
て
予
防
接
種
が

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
左
の
表
を

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

サ
ツ
マ
イ
モ
基
腐
病
の
防
除
の
た

め
、
予
算
の
範
囲
内
で
大
津
町

か
ん
し
ょ
安
定
生
産
対
策
事
業
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

●
補
助
対
象
経
費
と
補
助
率

　
※�

区
分
２
と
３
は
、
病
気
に
か
か
っ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
診
断
結
果

が
必
要
と
な
る
た
め
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

●
申
請
方
法　

次
の
２
つ
を
役
場
農
政
課
窓
口
に
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

　
①
補
助
金
交
付
申
請
書

　
　
（
様
式
第
１
号
）

　
②�

対
策
を
行
っ
た
面
積
と
要
し
た
費

用
が
確
認
で
き
る
書
類

　
※�
申
請
書
や
要
件
な
ど
、
詳
し
く
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　
サ
ツ
マ
イ
モ
基
腐
病
と
は
、
サ
ツ
マ

イ
モ
の
茎
や
根
が
黒
く
変
色
し
、
カ
ビ

（
糸
状
菌
）に
よ
っ
て
腐
敗
す
る
病
害
の

一
種
で
す
。

　
適
切
な
対
策
を
行
わ
な
い
と
、
畑
内

の
健
康
な
苗
に
次
々
と
伝
染
し
、
被
害

が
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
病

害
の
疑
い
が
あ
る
株
を
発
見
し
た
際
は

役
場
農
政
課
に
至
急
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

対象者 接種回数

第１期　初回
生後６カ月～90カ月の子ども

（７歳６カ月に至るまで）

２回

第１期　追加 １回

第２期 ９歳以上13歳未満の子ども １回

特例措置
平成18年４月２日～平成19年
４月１日生まれの人

（20歳に至るまで）

１～４回
（過去の接種
回数に準じた
残りの回数）

対象者 接種回数

小学校６年生～
高校１年生相当の女子

１回目の接種を15歳になるまでに
受ける場合 ２回

１回目の接種を15歳になってから
受ける場合 ３回

区分 対象経費 補助率
※100円未満切り捨て

１ 苗床や苗、種芋の消毒に要
した経費

２分の１以内
※区分２と３は
　上限５万円

２
サツマイモ基腐病が発生し
た年内に、収穫後の土壌消
毒に要した経費

３
サツマイモ基腐病と診断さ
れた翌年２月～11月に圃
場の消毒に要した経費

サ
ツ
マ
イ
モ
基
腐
病
か
ら

産
地
を
守
ろ
う

▲基腐病の症状が出た芋の断面（上）
と表面（下）

まん延を防ぐ３つのポイント
①
持
ち
込
ま
な
い

・
健
全
な
種
芋
や
苗
の
確
保
と
消
毒

・
使
用
す
る
用
器
具
の
洗
浄

②
増
や
さ
な
い

・
菌
の
増
殖
を
防
ぐ
排
水
対
策

・
発
病
苗
の
早
期
発
見
、
抜
き
取
り

③
残
さ
な
い

・
適
切
な
土
壌
消
毒

・
耕
う
ん
に
よ
る
残
さ
の
分
解
促
進

日
常
生
活
の
中
で
発
生
す
る
音
が
、
近
隣

と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
特
に
夜
間
は
、
静
け
さ
の
中
で
音
が

響
き
や
す
く
、
ご
近
所
に
不
快
な
思
い
を
さ
せ

て
し
ま
う
こ
と
も
。
気
持
ち
の
よ
い
地
域
の
暮

ら
し
の
た
め
、
次
の
点
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

●
騒
音
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
に

　
・�

深
夜
や
早
朝
は
、
話
し
声
や
物
音
に
ご
配

慮
く
だ
さ
い

　
・�

音
楽
は
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
を
使
用
す
る
な
ど
、

音
量
を
控
え
め
に

　
・�

屋
外
で
の
イ
ベ
ン
ト
や
作
業
は
、
周
囲
の

環
境
に
も
気
を
配
り
ま
し
ょ
う

●
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
日
和
で
も
、
夜
は
静
か
に

　
～
地
域
み
ん
な
で
気
持
ち
よ
く
～

　
屋
外
で
の
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
や
会
話
な
ど
は
、

思
っ
た
以
上
に
音
が
響
き
ま
す
。

　
夜
間
の
実
施
は
控
え
め
に
し
、
午
後
８
時

か
ら
９
時
頃
に
は
終
了
す
る
よ
う
心
が
け
ま

し
ょ
う
。

　
楽
し
い
ひ
と
と
き
も
、
周
囲
へ
の
配
慮
が

あ
っ
て
こ
そ
心
か
ら
楽
し
め
ま
す
。

　
ご
近
所
と
の
良
好
な
関
係
づ
く
り
の
た
め
に

も
、
生
活
音
に
対
す
る
思
い
や
り
を
大
切
に
し

ま
し
ょ
う
。

生活騒音にご注意を
◦問い合わせ　役場環境保全課　環境保全係　☎096（293）3113

お願
い

県
で
は
、
知
事
が
県
内
市
町
村
に
伺
い
、

県
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
お
聴
き

し
、
県
の
政
策
へ
速
や
か
に
つ
な
げ
る
た
め
、

「
お
出
か
け
知
事
室
～
と
も
に
未
来
を
語
る
会
～
」

を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時　
８
月
25
日（
火
）

　
　
　
　
午
後
６
時
～
８
時

●
場
所

　
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー　
文
化
ホ
ー
ル

●
留
意
事
項

　
・�

知
事
と
の
対
話
を
希
望
す
る
人
は
、
申
し

込
み
が
必
要
で
す（
15
人
程
度
・
先
着
順
）。

　
※
町
在
住
の
人
に
限
り
ま
す
。

　
・�

小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
で
の
参
加
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
・�

傍
聴
の
み
を
希
望
す
る
人
は
申
込
不
要
で

す（
居
住
地
不
問
）。

●
申
込
方
法

専
用
フ
ォ
ー
ム（
二
次
元
コ
ー
ド
）ま
た
は
、

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
「
参
加
申
込
書
」
を

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
の
い
ず
れ
か
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
※�

二
次
元
コ
ー
ド
は
７
月
６
日（
月
）か
ら
ア

ク
セ
ス
可
能
で
す
。

●
申
込
期
間　
７
月
６
日（
月
）～
31
日（
金
）

　
　
　
　
　
　
午
後
５
時
必
着

「お出かけ知事室～ともに未来を語る会～」in 大津町 参加者募集
◦問い合わせ　県知事公室　広報課　☎096（333）2026

募集

県
内
で
は
半
導
体
関
連
企
業
な
ど
の
進
出

に
よ
り
、
開
発
の
動
き
が
活
発
化
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
農
地
の
買
収
や
転
用

の
相
談
が
相
次
い
で
い
ま
す
が
、「
契
約
し
た

の
に
転
用
で
き
な
い
」「
転
用
が
で
き
な
く
て

違
約
金
を
請
求
さ
れ
た
」
と
い
っ
た
危
険
性
が

あ
り
ま
す
。

　
大
切
な
財
産
を
守
る
た
め
、
判
を
押
す
前
に

必
ず
以
下
の
点
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

・「
今
の
う
ち
に
契
約（
仮
登
記
）し
ま
し
ょ
う
」

→�

仮
登
記
だ
け
で
は
権
利
は
移
り
ま
せ
ん
。
転

用
許
可
が
下
り
な
け
れ
ば
、
契
約
自
体
が
白

紙
に
な
る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。

・「
転
用
手
続
き
は
後
で
や
る
か
ら
大
丈
夫
」

→�

農
振
除
外
お
よ
び
農
地
転
用
に
は
相
当
の
時

間
が
か
か
り
、
そ
も
そ
も
除
外
・
転
用
で
き

な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

・「
自
分
の
土
地
だ
か
ら
、造
成
を
始
め
て
い
い
」

→�

許
可
前
の
着
工
は
「
無
断
転
用
」
で
農
地
法

違
反
で
す
。
罰
則（
拘
禁
刑
や
罰
金
）や
原
状

回
復
命
令
の
対
象
で
す
。

　
売
買
ま
で
は
こ
の
よ
う
な
手
順
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

①�

農
振
除
外
の
手
続
き
※（
★
農
振
農
用
地
の

場
合
。１
年
前
後
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）

②�

農
地
転
用
許
可
申
請（
農
業
委
員
会
・
知
事

な
ど
の
審
査
が
必
要
で
す
。）

③�【
こ
こ
で
初
め
て
】
許
可
・
売
買
完
了（
所
有

権
移
転
・
工
事
着
工
）

※�「
農
振
除
外
」
は
、
そ
も
そ
も
認
め
ら
れ
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
事
前
に
農
振
除
外
担

当
部
局
と
も
十
分
確
認
が
必
要
で
す
。

農地の売買は契約前にご相談を
◦問い合わせ　農業委員会事務局　☎096（293）6686

農地
売買

県ホーム
ページは
こちら▼

専用
フォームは
こちら▼


